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ディースタンダード株式会社 

役 員 報 酬 規 程 

 

（目的） 

第１条 本規定は当法人の役員の報酬について定める。 

 

（役員の種類と適用範囲） 

第２条 本規定の役員とは株主総会で選任された取締役をいう。 

 

（役員報酬の決定基準） 

第３条 取締役の報酬は本規程に則り、取締役会で決定する。ただし、取締役の報酬は、株主総

会が決定する報酬総額の限度額内で決定するものとする。 

 

（役員報酬の構成） 

第４条 社内取締役の報酬は、月額報酬、賞与として支給する。 

 

（通勤費の取り扱い）  

第５条 役員のうち、その通勤の実態に応じてその実費を支給するか、その費用を会社が負担す

る。 

 

（役員報酬の決定） 

第６条 役員報酬の決定は取締役会にて行う。 

 

（役員報酬の改定） 

第７条 役員報酬の改定は年1回6月に行う。 

 

（役員賞与の決定） 

第８条 会社業績に応じて支給の有無を取締役会にて決定する。 

 

付則 

１. 本規定は、取締役会の決議により改定することができる。 

２. 本規定は、令和４年１１月１日から施行する。 

 


